
別　表　第　2

１　文書又は図面（２～ イ　閲覧 100枚までごと

ロ　撮影した写真フィルム 1枚
　を印画紙に印画したもの ＋12枚までごと
　の閲覧
ハ　複写機により用紙に
　複写したものの交付（ニ
　に掲げる方法に該当する
　ものを除く。）（備考1）
ニ　複写機により用紙に
　カラーで複写したもの
　の交付
ホ　撮影した写真フィルム Ｌ判（縦89㎜×横127㎜） 1枚
　を印画紙に印画したもの 六切り判（縦203㎜×横254㎜） 1枚
　の交付 ＋12枚までごと
へ　スキャナにより読み取 ＦＤ１枚につき
　ってできた電磁的記録を 当該文書又は図画１枚ごと
　ＦＤに複写したものの
　交付
ト　スキャナにより読み取 ＣＤ－Ｒ１枚につき
　っできた電磁的記録を 当該文書又は図画１枚ごと
　ＣＤ－Ｒに複写したもの
　の交付

２　マイクロフィルム イ　用紙に印刷したものの 1枚
　閲覧
ロ　専用機器により映写し 1巻
　たものの閲覧
ハ　用紙に印刷したものの Ａ4判1枚
　交付（備考1） Ａ3判1枚

Ａ2判1枚
Ａ1判1枚

３　写真フィルム イ　印画紙に印画したもの 1枚
　の閲覧
ロ　印画紙に印画したもの Ｌ判（縦89㎜×横127㎜） 1枚
　の交付 六切り判（縦203㎜×横254㎜） 1枚

４　スライド（９に該当 イ　専用機器により映写し 1巻
　 するものを除く。） 　たものの閲覧

ロ　印画紙に印画したもの Ｌ判（縦89㎜×横127㎜） 1枚
　の交付 六切り判（縦203㎜×横254㎜） 1枚

５　録音テープ（９に該 イ　専用機器により再生し 1巻
　当するものを除く。） 　たものの聴取
　又は録音ディスク ロ　録音カセットテープ 1巻

　（120分、タイプＩノー
　マルポジション）に複
　写したものの交付

６　ビデオテープ又は イ　専用機器により再生し 1巻
　ビデオディスク 　たものの視聴

ロ　ビデオカセットテープ 1巻
　(120分、ＶＨＳ）に複写
　したものの交付

７　電磁的記録（５、６ イ　用紙（Ａ３判以下）に 100枚までごと
　 又は８の閲覧に該当す 　出力したものの閲覧
　 るものを除く。） ロ　専用機器により再生し

　たものの閲覧又は視聴
ハ　用紙（Ａ３判以下）に 1枚
　出力したものの交付（
　ニに掲げる方法に該当す
　るものを除く。)（備考1）

１ファイルごと 410円

10円

1,300円
290円

430円

290円

580円

200円

690円
10円

30円
430円
390円

100円

10円

290円

80円
140円
370円

760円
50円
10円

100円
10円

Ａ2判1枚 140円
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Ａ1判1枚 80円

Ａ3判以下 20円

760円

Ａ3判以下 10円
Ａ2判1枚 40円

100円
　 ４又は８に該当する
　 ものを除く。）

100円
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ニ　用紙（Ａ３判以下）に 1枚
　カラーで出力したもの
　の交付
ホ　フレキシブルディスク 1枚
　カートリッジ（フロッピ ＋１ファイルごと
　ーディスク、２ＨＤ）に
　複写したものの交付
ヘ　光ディスク（ＣＤ－Ｒ） 1枚
　に複写したものの交付 ＋１ファイルごと

ト　幅12.7㎜のオープンリ 1巻
　ールテープ（2400フィー ＋１ファイルごと
　ト型）に複写したものの
　交付
チ　幅12.7㎜の磁気テープ 1巻 （日本工業規格Ｘ6123、Ｘ6132）
　カートリッジ（12.7㎜幅 1巻 （日本工業規格Ｘ6135）
　ＭＴＣ、ＤＬＴ）に複写 1巻 （日本工業規格 14833）
　したものの交付 1巻 （日本工業規格 15895）

1巻 （日本工業規格 15307)
＋１ファイルごと

リ　幅8㎜の磁気テープカ 1巻 （日本工業規格Ｘ6141）
　ートリッジ（8㎜幅ＭＴ 1巻 （日本工業規格Ｘ6142）
　Ｃ）に複写したものの 1巻 （日本工業規格 15757）
　交付 ＋１ファイルごと
ヌ　幅3.81㎜の磁気テープ 1巻 （日本工業規格Ｘ6127）
　カートリッジ（4㎜幅Ｄ 1巻 （日本工業規格Ｘ6129）
　ＡＴ、ＤＤＳ方式）に 1巻 （日本工業規格Ｘ6130）
　複写したものの交付 1巻 （日本工業規格Ｘ6137）

＋１ファイルごと
８　映画フィルム イ　専用機器（映写機）に 1巻

　より映写したものの視聴
ロ　ビデオカセットテープ  8㎜映画フィルム
　（120分、ＶＨＳ）に複 ＋記録時間10分までごと
　写したものの交付 16㎜映画フィルム

＋記録時間10分までごと
35㎜映画フィルム
＋記録時間10分までごと

９　スライド及び録音テー イ　専用機器により再生し 1巻
　プを同時に視聴する場合 　たものの視聴

ロ　ビデオカセットテープ ｽﾗｲﾄﾞ20枚まで
　(120分、ＶＨＳ）に複 ＋ｽﾗｲﾄﾞ20枚を超える枚数1枚ごと
　写したものの交付

(備考1)　両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として額を算定する。

(備考2)　手数料の額の算出方法についての説明

110円

 検査法人は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項で規定する「特定独立行政法人」
であり、その役員及び職員は国家公務員の身分が与えられており、給与等の支給規程は国と同程度の基準で定め
られている。さらに、業務運営のための事業費を国から財源措置されていることから、人件費等一般管理費及び
その他経費から算出する検査法人の保有する文書等の公開に係る手数料の積算は、国において積算した実費計算
と同額であることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成１２年政令第４１号）第１３
条の額と同額とする。
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